
中央区の歩きたばこ・ポイ捨て対策について 

 

１  条例の制定 

     平成１６年３月区議会で可決・制定 

        同     ６月１日施行 

 

２  条例の考え方 

    （１）歩きたばことポイ捨てを区内全域で禁止 

           区内の公共の場所（道路、広場、公園等） 

    （２）屋外での分煙の推進  

            「必ず吸殻入れ（携帯吸殻入れは含みません）が設置されているところで立ち止まって喫

煙してください」 

           ただし、混み合う場所（横断歩道や駅出入り口の付近等）では吸うことはできません 

※混み合う場所に設置されている吸い殻入れは、順次設置者と協議し移設又は撤去 
（３）喫煙は基本的にはマナーの問題 
    中央区の条例化はマナーを見つめ直すためのルールづくり 

      罰金等は設けず 

３  歩きたばこ等防止のための事業展開 

    （１）パトロールやキャンペーンの実施 

           主要な駅、交差点、通学・通園路 

違反者への注意・指導 

           条例施行日（６月１日）に銀座 数寄屋橋公園でセレモニーを実施 

      ６月１日～４日まで区内駅の周辺で区職員（延４００人動員）によるＰＲ活動 

    （２）まちぐるみでの啓発 

           区民にキャンペーンへの参加を要請。 

           町会、企業等の自主的キャンペーンに器材の配布や貸出（ウエア、のぼり、かご、ポケッ

トティッシュ、清掃用具等） 

    （３）各種掲示物等 

           ポスター 看板 路上表示 のぼり旗、大型ビジョン、デパート懸垂幕 公衆トイレへの

ステッカー貼付 

    （４）公園の吸殻入れの整備 

 

４  条例施行後の変化 

     吸い殻の散乱状況（定点観測） 半減 

     指導件数 漸減傾向 

 

５  今後の方向性 

  （１）継続的な啓発活動（区民、事業者との連携強化） 

    （２）パトロールの強化 






